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業や異業種進出をご検討されている方にも最適です＝ 

 

 

 

◎直接金融は銀行融資などの間接金融とどこが違うの？ 

 

 

 

◎少人数私募債とは？ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

●セ ミ ナ ー  平成１７年９月１３日（火）午後７時～９時 
●個別相談会  平成１７年９月１４日（水）午前９時～１２時 

（個別相談会ではビジネスプランや資金計画の作成等についてご相談をお受けいたします） 

●場   所  鷹巣町産業会館 
●講   師  石崎コンサルタンツ 代 表 石 崎 信 明 氏 

         （全国商工会連合会資金調達マッチングモデル事業企画副委員長・中小企業診断士） 

●申 込 先  鷹巣町商工会 電  話：0186-62-1850 ＦＡＸ：0186-62-1757 

         （９月６日までお申込ください） 
 

 セミナー受講申込書        事業所名               

お  名  前 ご  住  所 電  話 個別相談希望 
   有・無 

主 催：鷹巣町商工会 共 催：大館北秋商工会・阿仁森吉商工会・合川町商工会・上小阿仁村商工会 

直接金融は、投資家が企業の将来性を評価して投資します。担保や連帯保証人なども通常必要

ありません。担保や保証人よりも、会社の将来の姿や成長へのシナリオがきちんと描けている

かが重要です。 

 間接金融は、一般的には企業の過去から現在までの信用力を重視します。当然、担保や連帯

保証人が必要であったり、貸出枠が設けられたりするケースが多くなります。 

 これまで中小企業の資金調達は、銀行などの金融機関から融資を受ける「間接金融」が中心

でした。でも担保や保証人が必要であったり、貸出枠や審査格付けの問題で思うように融資が

受けられないという問題がありました。 

 少人数私募債は、担保や連帯保証人に頼らず、事業の将来を裏付けとして身近な投資家に発

行する社債をいいます。 

 会社の規模の大小に係わらず、将来性があれば発行できますので、意欲のある中小企業にぴ

ったりの「直接金融」による資金調達方法です。 

担保・保証人に頼らない資金調達方法があります！ 

～会社の未来に投資してもらう「少人数私募債」を発行しませんか～ 


